
大和市告示第１９１号 

大和市放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成２９年１０月３０日 

                    大和市長 大 木  哲 

 

大和市放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

大和市放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱（平成２７年大和市告示第５８号）の一部を次

のように改正する。 

第１条中「児童クラブを運営する事業者等」を「事業者が行う放課後児童健全育成事業」に改

める。 

第２条各号を次のように改める。 

(1) 事業者 国基準第３条第１項の放課後児童健全育成事業者をいう。 

(2) 事業者児童クラブ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年

厚生労働省令第６３号。以下「国基準」という。）第５条第５項の放課後児童健全育成事業

所であって、事業者が運営するものをいう。 

(3) 支援の単位 大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める規則

（平成２６年大和市規則第６２号。以下「基準規則」という。）第７条第４項に規定する支

援の単位をいう。 

(4) 事業者育成料 事業者児童クラブに入会した児童の保護者が負担する児童１人当たりの

月額費用をいう。 

第３条の見出し中「補助の対象」を「補助事業」に改め、同条第１項中「者」を「事業」に、

「児童クラブを運営する事業者等」を「事業者が行う児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。

以下「法」という。）第６条の３第２項の放課後児童健全育成事業」に改め、「次」の次に「の

各号」を加え、同項第１号を次のように改める。 

(1) 原則として、事業者児童クラブの１日の開所時間が次に掲げる時間であること。 

ア 月曜日から金曜日まで（イに掲げる日を除く。以下「平日」という。） 小学校の授業

終了時から午後７時まで 

イ 大和市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（平成１３年大和市教育委員会規則

第４号）第３条第１項に規定する休業日（以下「長期休暇等」という。） 午前８時か

ら午後７時まで 

第３条第１項第２号中「児童クラブ」を「事業所児童クラブ」に改め、「年間」の次に「（４



月１日から翌年の３月３１日までをいう。）」を加え、同項第３号中「条例、大和市放課後児童

クラブ事業条例施行規則、」を削り、「大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める規則（平成２６年大和市規則第６２号）」を「基準規則の規定」に改め、同項第４

号を次のように改める。 

(4) 大和市放課後児童クラブ事業条例施行規則（平成２１年大和市規則第４５号。以下「事

業規則」という。）第３条第２項の規定により本市が開設する放課後児童クラブへの入会を

保留された児童が事業者児童クラブに入会を希望し、これを受け入れた場合は、事業者育成

料を大和市放課後児童クラブ事業条例（平成１９年大和市条例第４３号。以下「事業条例」

という。）第７条第１項に規定する本市が開設する放課後児童クラブの育成料と同額とする

こと。 

第３条第２項中「事業者等」を「事業者」に改める。 

第４条の見出し中「額」の次に「等」を加え、同条第１項を次のように改める。 

１支援の単位当たりの補助対象経費及び補助金の額又はその算定方法は、別表第１のとおり

とする。 

第４条第２項中「児童クラブ」を「補助事業」に、「月割り」を「月割」に改め、同条第３項

中「児童クラブ」を「補助事業」に、「、又は第３条」を「、又は前条第１項」に、「当該事業

廃止日又は第３条」を「当該事業廃止日又は同項」に、「月割り」を「月割」に改める。 

第５条中「補助金額算定対象児童」を「算定対象児童」に、「入会保留通知書」を「事業規則

第４条第２項に規定する児童クラブ入会保留通知書」に、「あること」を「あって、事業者育成

料を事業条例第７条第１項に規定する本市が開設する児童クラブの育成料と同額とされたもの」

に改める。 

第６条各号列記以外の部分中「等」を削り、同条第１号中「児童クラブ」を「事業者児童クラ

ブ」に改める。 

第７条中「等」を削る。 

第８条中「補助金額算定対象児童の」を「算定対象児童に係る１月分の」に、「毎月」を「翌

月」に改める。 

別表第１を次のように改める。 



別表第１（第４条関係） 

補助対象経費 区分 補助金の額又はその算定方法 

放課後児童健全

育成事業の運営

に必要な経費

（飲食物費を除

く。） 

基本

額 

児童数１人以上１９人

以下 

２，２３８，０００円－（１９人－児童数）

×２７，０００円 

児童数２０人以上３５

人以下 

４，３０６，０００円－（３６人－児童数）

×２５，０００円 

児童数３６人以上４５

人以下 

４，３０６，０００円

児童数４６人以上７０

人以下 

４，３０６，０００円－（児童数－４５人）

×５３，０００円 

児童数７１人以上 ２，９１７，０００円

開所日数加算額 １７，０００円×（年間開所日数－２５０

日） 

長時

間開

所加

算 

平日分 ３７８，０００円×（１日の開所時間が６時

間を超え、かつ、利用終了時刻が午後６時を

超えて開所した時間の年間平均時間） 

長期休暇等分 １７０，０００円×（１日の開所時間が８時

間を超えて開所した時間の年間平均時間） 

障がい児童の受

入れ強化促進に

必要な経費 

 １，７９６，０００円

備考 

１ この表において児童数とは、毎年５月１日現在において支援の単位を構成する算定対象

児童の人数をいう。 

２ 補助金の額は、１支援の単位の年間当たりの額とする。 

３ 長時間開所加算は、１日の開所時間が次に掲げる要件を満たす補助事業に限り加算する

ものとする。 

ア 平日 ６時間を超え、かつ、利用終了時刻が午後６時以降であること。 

イ 休業日 ８時間を超えること。 



附 則 

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の大和市放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱の

規定は、平成２９年４月１日から適用する。 


